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議 事 

 

第１号議案 安堵町コミュニティバスの運賃改定について 



第１号議案 
 
 

安堵町コミュニティバスの運賃改定について 
 
 
 このことについて、令和６年２月１日の奈良交通の運賃改定に伴い、競合運行している安
堵町コミュニティバスにおいても別紙のとおり運賃改定することについて、協議会の承認
を求めます。 
 
 
 
（経緯および補足） 
 
 安堵町のコミュニティバスは安堵町内と平端駅を結ぶ定時定走行路線のバスとして 平
成２４年４月に運行が開始され、その後、平成２７年３月、法隆寺駅へ運行が延⻑され、斑
鳩町内と大和郡山市内にも停留所を設置し、運行されています。このたび運賃改定にあたっ
てはパブリックコメントを安堵町・斑鳩町・大和郡山市合同で実施し、その結果を別紙１に
まとめていますので、ご参照ください。また、改訂後の運賃案については別紙２に示してい
ます。運賃改定は、奈良交通の運賃改定日と同日の令和６年２月１日を予定し、本議決後、
運輸局への申請が行われます。 



安総政 第２０８８号 

令和５年１２月２２日 

大和郡山市 

企画政策課⻑ 様 

安堵町総合政策課⻑ 

パブリックコメントの結果について 

  平素は、町の行政全般にわたり多大なご理解とご協力を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

さて、安堵町コミュニティバスの運賃改定にかかるパブリックコメントを実

施したところ、下記の結果となりましたので、今後必要な手続きを進めてまい

りますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

記 

内  容 ： 安堵町コミュニティバスの運賃改定 

実施期間 ： 令和５年１１月２２日（水）から同年１２月２１日（木） 

意見書件数： ０件 

※上記期間において安堵町コミュニティバスの運賃改定のパブリックコメント

を実施いたしましたが、意見書等はありませんでした。 

別紙１



安堵町コミュニティバスの運賃改定（案） 別紙２








